
 

本巣市水鳥団地宅地分譲要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、良好な住環境の提供を通じ定住人口の増大と活力あ

る地域振興を図るため、水鳥団地（以下「団地」という。）宅地造成事

業に伴う分譲について必要な事項を定めるものとする。 

（分譲地及び価格等） 

第２条 市が分譲する宅地（以下「宅地」という。）の所在地、区画数、

面積及び分譲価格は、次に定めるところによる。 

(1) 所在地、区画数及び面積 別表及び別紙区画図のとおり 

(2) 分譲価格 団地から最も近い基準地（国土利用計画法施行令（昭

和４９年政令第３８７号）第７条第１項第１号イの基準地をいう。）

の同政令第９条の規定による標準価格を基に、路線価を考慮して、市

長が別に定める額 

（宅地の分譲） 

第３条 宅地の分譲は、１世帯につき１区画とする。ただし、宅地の利用

計画を勘案し、やむを得ないと市長が認めるときはこの限りでない。 

（分譲申込者の資格） 

第４条 分譲の申込みをすることができる者は、次の各号のいずれかに該

当する者でなければならない。 

(1) 住宅を建設し、自ら居住しようとする者 

(2) 現に団地に居住する者 

(3) 前２号に掲げるもののほか、市長が特に認める者 

２ 前項の規定にかかわらず、暴力団員（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定する暴

力団員をいう。以下本項において同じ。）又は暴力団員でなくなった日

から５年を経過しない者は、分譲の申込みをすることができない。 

（分譲の条件） 

第５条 宅地の分譲を申し込もうとする者（以下「申込者」という。）は、

次に掲げる事項を厳守しなければならない。 

(1) 宅地の譲渡契約（以下「譲渡契約」という。）の日から３年以内



 

に自らが居住するための住宅を建設し、その住宅に居住しなければな

らない。ただし、市長が特に認めるときはこの限りでない。 

(2) 宅地を住宅の敷地以外の用途に使用してはならない。ただし、住

宅の附属建物並びにカーポート及びこれに類する用途に供する建物

の敷地に宅地の一部を使用する場合又は市長が特に認めたときは、こ

の限りでない。 

(3) 譲渡契約の日から６年間は、宅地及び建設した住宅を第三者に譲

渡してはならない。 

(4) 譲渡契約の日から６年間は、宅地及び建設した住宅に抵当権、地

上権、賃借権その他使用及び収益を目的とする権利を設定してはなら

ない。ただし、住宅の建設資金に充当する資金確保に係る担保に供す

る場合は、この限りでない。 

(5) 宅地を第三者に貸し付け、又は譲渡しようとするときは、この告示

の趣旨に基づき行うものとする。 

（分譲申込みの方法） 

第６条 申込者は、宅地分譲申込書（様式第１号。以下「申込書」という。）

を市長に提出しなければならない。 

（分譲申込みの取下げ） 

第７条 申込者は、自己の都合により申込みを取り下げる場合は、市長に

申し出るものとする。 

（分譲申込者の審査及び決定） 

第８条 市長は、申込書を受理したときは、受領書を交付するとともに、

この告示に基づき審査し、分譲を受けることができる者（以下「譲渡予

定者」という。）を決定する。この場合において、審査の結果、不適格

と決定した申込者については、その旨を当該者に通知するものとする。 

２ 市長は、前項の規定に基づき譲渡予定者を決定したときは、宅地分譲

決定書（様式第２号）により通知するものとする。 

（譲渡契約） 

第９条 前条第２項の規定により分譲決定の通知を受けた者は、宅地譲渡

契約書（様式第３号）及び買戻特約証書(様式第４号)により、市長が指



 

定する期限までに市長と契約を締結しなければならない。 

２ 前項の市長が指定する期限までに契約を完了しない場合は、宅地の分

譲の申込みを辞退したものとする。 

（分譲代金の支払） 

第１０条 前条第１項の規定により市と譲渡契約を締結した者（以下「契

約者」という。）は、譲渡契約の締結の日に分譲代金の１０分の１に相

当する額を契約保証金として、残りの金額については譲渡契約の日から

３月以内に市が発行する納入通知書により、それぞれ納付しなければな

らない。 

（宅地の引渡し） 

第１１条 宅地の引渡しは、分譲代金の完納後に行うものとする。 

２ 市長は、前項の引渡しを行うときは、宅地引渡書（様式第５号）によ

り行うものとする。 

３ 前項の規定により宅地の引渡しを受けた契約者は、隣接地境界確認書

（様式第６号）を市長に提出するものとする。 

（所有権移転登記） 

第１２条 宅地の所有権移転登記は、譲渡代金完納後に市が行い、登記費

用、登録免許税その他の費用は、契約者が負担するものとする。 

（譲渡契約の解除） 

第１３条 市長は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、譲渡

契約を解除することができる。ただし、譲渡契約を解除した場合におい

て、契約者に損害が生じても市はその責めを負わない。 

(1) 第４条に規定する資格を偽り、不正な行為により宅地を譲り受け

たとき。 

(2) 第５条に規定する条件が履行されないとき。 

(3) 第１０条に規定する分譲代金の納入がないとき。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、この告示及び契約書等の条項に違反

したとき。 

２ 契約者は、自己の都合により譲渡契約を解除することができない。た

だし、市長が特別の事情があると認める場合は、この限りでない。 



 

３ 前項の規定により譲渡契約を解除した場合において、契約者に損害が

生じても市長はその責めを負わない。 

（宅地の買戻し） 

第１４条 市長は、前条第１項の規定により譲渡契約を解除した場合にお

いて、宅地譲渡契約書及び買戻特約証書に基づき分譲宅地を買い戻すこ

とができる。 

（遵守事項） 

第１５条 契約者は、建築等に関し、次に掲げる事項を遵守しなければな

らない。 

(1) 建築物を建設しようとするときは、建築基準法(昭和２５年法律第

２０１号)その他の当該建築物に関する法令及び諸規程の基準に従う

こと。 

(2) 建築物の建設に当たっては、周辺景観及び自然環境との調和に十分

配慮するよう努めること。 

(3) 宅地内に既に石積、コンクリート擁壁等がある場合については、そ

れを積み増ししないこと。 

(4) 汚水処理については、下水道に加入し、処理すること。 

２ 前項に規定するもののほか、契約者は、次に掲げる事項を遵守しなけ

ればならない。 

(1) 団地内に既に設置されている電柱及び支線を移動しないこと。 

(2) 他人に迷惑のかからないよう適切な宅地及び建設物の管理を行う

とともに、環境美化に努めること。 

(3) 自治会に加入し、住民相互の親睦融和を図るとともに、隣接集落

等と連携を密にし、地域の振興に努めること。 

（委任） 

第１６条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成１６年２月１日から施行する。 



 

（経過措置） 

２ この告示の施行の日の前日までに、合併前の根尾村宅地分譲要綱（平

成１２年根尾村要綱第８号）の規定によりなされた手続その他の行為は、

この告示の相当規定によりなされたものとみなす。 

附 則（平成２３年告示第８０号） 

 この告示は、公布の日から施行する。 

 



 

別紙 

 



 

別表（第２条関係） 

所在地、区画数及び面積 

区画番号 土地の表示 分譲面積㎡ 

１ 本巣市根尾水鳥字東川原３１０番２８８ ３２２.８５

２     〃       ３１０番２８９ ３２０.９３

３     〃       ３１０番２９１ ３３０.５３

４     〃       ３１０番２９２ ３３９.４０

５     〃       ３１０番２９６ ３２９.４７

６     〃       ３１０番２９８ ３３０.５２

７     〃       ３１０番２８４ ３３１.６０

８     〃       ３１０番２８３ ３３２.８６

９     〃       ３１０番２８２ ３２６.８６

１０     〃       ３１０番２８１ ３４５.６３

１１     〃       ３１０番２７８及び 

    〃       同番２８０ 

３８１.５８

１２     〃       ３１０番２７９ ２７８.５６

１３     〃       ３１０番２８５ ３４６.７７

１４     〃       ３１０番２８６ ３５０.９４

１５     〃       ３１０番２８７ ３１９.３９

 


